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第３章 教員・教員組織 

 

表１ 教員一人あたり学生数推移表 

項 目 2008 年 2009 年 2010 年 

専 任 教 員 数 839（42） 857（55） 893（77） 

学  生  数 28,702 29,278 29,946 

教員一人あたり学生数 34.21 34.16 33.53 

※各年度５月１日現在教員数，学生数 

※専任教員数とは，特任教員（任期付き専任教員）を含み，助手，客員教員（任期付き非常勤教

員）は含みません。括弧内は特任教員で内数 

※この他，専任助手 109名，客員教員 75名，兼任講師 1,726 名が教育研究に従事し，大学全体で

は，2,803名になる。 

 

表２ 教育開発・支援センター主催のＦＤ研修（新任教員研修）への参加者数・参加率 

項目 2008年 2009年 2010年 

4 月実施 7 月実施 4 月実施 7 月実施 ４月実施 ７月実施 

新 任 教 員 数 49 49 39 39 48 48 

ＦＤ研修参加者数 40 47 35 23 39 34 

参 加 率 81.6％ 95.9% 89.7％ 59.0％ 81.2％ 70.8％ 

 

表３ 外国人教員の状況（ 2010 年度）  

外国人教員採用数 在籍総数（Ａ） 総専任教員数（Ｂ） 
外国人教員の比率 

（Ａ/Ｂ*100） 

3  28 816 3 .4％  

※外国人教員とは，専任教員（特任を除く）のうち，外国籍の教員 

 

 

表４  女性教員の状況（ 2010 年度）  

女性教員採用数 在籍総数（Ａ） 総専任教員数（Ｂ） 
女性教員の比率 

（Ａ/Ｂ*100） 

3  113 816 13 .8％  

※女性教員とは，専任教員（特任を除く）のうち，女性の教員 
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１ 目的・目標 

⑴ 大学の求める教員像 

毎年度，各学部が教員任用計画を策定するにあたり，学長は「教員任用計画の基本方針」

を示し，学部長会において報告している（資料３－１）。この方針には，近年の学術社会の

進歩や社会のニーズを踏まえつつ，建学の精神とこれに基づく本学の教育研究方針を理解し

た人材の任用を求めており，任用する資格，条件についても提示している。本学の教員はこ

の方針のもとで各学部が国際的よって広く人材を公募することとなっている。 

⑵ 教員組織の編成方針 

 「権利自由」と「独立自治」という本学における建学の精神は，『「個」を強くする大学』

という教育理念として現在に継承されている。本学は，学生が主体的に学ぶための教育課程

を編成するとともに，これに直接携わる教員組織について経常的に検証し改善する取り組み

を進展させている。各学部，大学院研究科及び専門職大学院において，大学設置基準等の省

令で定める専任教員数を上回ることはもとより，少人数で手厚い学習環境を創生するため，

各分野に適切な教員を配置し，さらに多様で弾力的な教員組織の構築を目指している。 

 具体的な編成方針は，将来構想委員会において，教員一人あたり学生数（ＳＲ）を各学部

の教育課程の特徴に合わせた目標値を決定しており（資料３－２），この水準以上の学習環

境を提供するよう教学と法人で教員組織の編成が進められている。 

２ 現状（2010年度の実績） 

⑴ 大学として求める教員像及び教員組織の編成方針を明確に定めているか 

① 教員に求める能力・資質等の明確化 

 本大学における教員任用は，退職者の補充を基本とし，前年度に任用計画を立案する。

任用にあたっては「教員任用計画の基本方針」が学長から示され，この方針に示された内

容で教員任用が行われる。従来は，退職者の担当科目補充を原則としていたが，2004年度

以降は，教員任用計画における学長の基本方針として，特色ある教育プログラムを実践で

きる教育者や本学における研究活動の活性化が期待される研究者を任用するものと定め，

特任教員制度の活用を含め，この方針を学部等へ浸透させている。2010年度における，2011

年度教員任用計画の立案にあたっては，2009年７月に本学が文部科学省「国際化拠点整備

事業（グローバル 30）」に採択されたことにより，英語による教育を実践できる教員及び

外国人教員の任用を進めること，国際公募を実施し国内外から優れた人材を確保すること

を基本方針に盛り込むなど，新たに設定されたグランドデザイン（ビジョン）に基づく方

針が示されている。 

任用する教員の資格については，「明治大学教員任用規程」（資料３－３）及び各教員任

用基準（資料３－４）に明記されており，所属学部における任用内規による審議及び学部

長会における全学的に透明性を確保した審査の過程で厳正に確認している。 

② 教員構成の明確化 

2010 年５月１日現在，本学における教員組織は，893 名の専任教員（任期付き専任教員

である特任教員を含む）を配置している。さらに専任助手 109 名，客員教員（任期付き非

常勤教員）75 名，兼任講師（非常勤講師）1726名を含め，大学全体で，2,803名の教員で

教育研究を展開している。全ての学部，大学院及び専門職大学院において，大学設置基準

等の省令で定める数を上回る専任教員を配置し，きめ細かい教育活動を展開している。ま
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た，自らの教育理念・目標に基づく教育課程を編成するなかで，多彩で多様な授業科目を

設置しており，主要科目には専任教員を配置している。 

 本学の教員任用は，国際公募を原則としており，近年は女性教員や外国人教員も任用さ

れている。この結果，専任教員のうち女性教員，外国人教員が占める割合は，それぞれ

13.8％，3.4％に増加している。さらに，実務家教員の任用を制度化したことにより，社会

からの教員の受入れも増加している。また，学部間共通総合講座等，オムニバス形式で運

営する授業科目にあっては，国内外各分野の第一線で活躍する社会人をゲスト講師として

招聘する制度を設け，多彩な教育を可能としている。 

 専任教員の年齢構成については，専任教員の定年年齢を 70歳としていることから，高齢

化する傾向にある。各学部とも高齢化が進んでいることを考慮し，基本方針により，若手

の教育・研究者として専任講師または専任准教授を任用することを原則としている。 

学部等の授業科目を運営し，教育目標を達成する上では，兼任講師（非常勤教員）の協

力が不可欠である。2010年 5月 1 日現在，大学全体で 1,700 名を越える兼任講師が在籍し

ている。 

③ 教員の組織的な連携体制と教育研究に係わる責任の明確化 

［学 部］  

各学部等にはカリキュラム及びＦＤ等について検討する委員会が設置され，教育の改善

をはかっている。また，学長の下に設置されている教育・開発支援センターでは，学生に

よる授業改善のためのアンケート，新任教員研修等を実施するなど，組織的かつ継続的に

教育内容及び教育技法の改善を行っている（資料３－５）。 

また，研究については，学長を機構長とする研究・知財戦略機構の下，研究の戦略的推

進，研究資金確保の支援等を全学的に行っている。 

教育開発・支援センターでは，本学での教員のあり方を含め研修およびシンポジウムを

開催している。教育の国際化専門部会では，英語で行う授業（国際教育プログラム）を実

施し，授業計画を行っている。ＦＤ・教育評価専門部会では 2010 年度に教員顕彰制度を検

討し，特色ある教育を行う教員を表彰し，また授業方法を公開する案を作成している。 

［大学院］ 

大学院の教育研究に関わる政策は，全研究科委員の選挙により選出された大学院長と大

学院教務主任により立案し，大学院委員会で各研究科に提案されている。 

各研究科の教育・研究は，当該研究科委員会の責任のもと実施されており，研究科委員

会の下には，必要に応じ各専攻会議が置かれている。また，各研究科には，入試，カリキ

ュラム，ＦＤ，自己点検・評価等の委員会が設置され，組織的な検討のもと，教育改革を

推進している。各研究科執行部体制は，研究科委員による選挙によって選出された研究科

委員長を中心とし，大学院委員および専攻主任によって構成されている研究科が多い。 

なお，大学院委員の職務を明確にするため，大学院学則を改正し（2010年 4月 1日施行），

また，研究科長と学部長を兼務する場合には，大学院委員 1 名を追加選任できるように改

め，研究科の運営体制の強化・整備を図った。 

⑵ 学部・研究科等の教育課程に相応しい教員組織を整備しているか。 

① 編成方針に沿った教員組織の整備 

教員任用計画の立案にあたっては，学長が示した教員任用計画の基本方針に基づき，各
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学部等がカリキュラム及び教育改革の計画に沿って「任用計画書」を提出し，これらの資

料について副学長が各学部長等に詳細なヒアリングを実施している。そのヒアリングを受

けて，副学長が各学部等の人材養成に関する目的，教育研究上の目的及びスチューデント

レシオ等を考慮し，担当科目，任用資格等を検討したのち，最終案を学部長会，理事会で

審議し，決定している。 

② 授業科目と担当教員の適合性を判断する仕組みの整備 

専任教員及び特任教員の任用にあたっては，教員任用計画で定められた「主要科目（分

野）」について各学部等が公募等を行い，任用予定者の履歴及び業績等の資料審査のほか，

プレゼンテーション，面接等を実施し，授業科目と担当教員の適合性について厳正に審査

している。各学部等の審査を経たのち，あらためて学部長会において任用予定者の履歴及

び業績等の資料を基に審査を行い，理事会において承認を得ている。客員教員及び兼任教

員についても，同様の審査を実施している。  

 ③ ［大学院］研究科担当教員の資格の明確化と適正配置 

各研究科の授業担当教員は，当該研究科が定めた内規に基づき，研究業績，教歴，科目

適格性等について審査のうえ決定し，大学院委員会の承認を受けている。大学院教育研究

の高度化，多様化に対応し，本大学院教育研究の質保証のため，大学院共通の担当資格基

準を明確にし，さらなる適正化を図るため，継続検討中である。 

また，各研究科の教育目的を達成するため，カリキュラムに沿って適切に教員を配置し

ている。 

⑶ 教員の募集・採用・昇格は適切に行われているか 

① 教員の募集・採用・昇格等に関する規程及び手続きの明確化 

本学は，2002 年に教員と教育研究補助職の任用を包括的に定めた「明治大学教員等任用

基準」を制定し，これに基づき教員の募集・任用・昇格等を行ってきた。しかし，知識基

盤社会の到来は，大学への社会的負託をより高度化，多様化させ，教員の流動化も激しさ

を増してきた。本学においても，教育研究に直接携わる教員の組織・体制は重点施策のひ

とつと位置づけ，学長は，2004年の就任直後から関係規定の整備を教学改革の基本方針と

して掲げた。この結果，2006 年４月に「明治大学教員任用規程」他，関連校規を制定し，

任期制教員である特任教員の任用等，柔軟で機動的な教員組織の編成を可能とした。また，

2008 年度より検討を進めてきた「助教」制度について，「明治大学教員任用規程」の改正

を行い，2010年４月より導入することを決定し，2011年４月の任用に向けて任用計画を策

定した。 

② 規定等に従った適切な教員人事 

［学 部］ 

専任教員の任用にあたっては，教員任用計画に基づいて各学部等が公募等を行い，「明治

大学教員任用規程」及び各学部等の内規に照らして厳正な審査を実施している。各学部等

の審査を経たのち，あらためて学部長会において「明治大学教員任用規程」に基づく審査

を行い，理事会において承認を得ている。特任教員，客員教員及び兼任教員についても，

「明治大学教員任用規程」及び各任用基準に基づいて同様の審査を実施している。 

［大学院］ 

大学院担当教員は，専任教員の場合は所属が学部であるため，所属学部において任免・
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昇格等の人事が行われている。大学院ではこれまで，「研究科間共通科目」や「プロジェク

ト系科目」の担当者として，特任教員または客員教員の任用を行ってきた。2010年度から

は，大学院のみを担当する兼任教員が各研究科所属となり，研究科の教員組織の充実を図

った。 

教員の任用にあたっては，大学院人事審査委員会（研究科所属の場合は研究科に設置し

た審査委員会）において厳正に審査を行い，（研究科委員会），大学院委員会，学部長会，

理事会において承認を得ており，規定に基づき適正に運用している。 

⑷ 教員の資質の向上を図るための方策を講じているか 

① 教員の教育研究活動等の評価の実施 

［全 学］ 

新任教員に対しては，教育開発・支援センターにおいて「新任教員研修」を年 2 回開催

し，学長による本学の教育研究の方針の解説，ハラスメントの基礎知識，イントラネット

の利用方法，メディアを活用した教育事例の紹介，ＩＳＯ14001 や防災に関する事項等，

教員としての資質として必要な基礎的な研修を行っている。 

また，研究・知財戦略機構では，研究倫理規程や研究資金の管理等のるガイドラインの

改定時には各教授会において説明会を開催し，研究成果については「専任教員データベー

ス」に登録し，公開することとしている。社会連携機構では全専任教員に対して公開講座

に関するアンケート調査を行い，社会連携活動の推進を促す等の取り組みを行う等，多様

な機会や手法によって，管理運営，社会貢献を含めた資質向上を行っている。 

［学 部］ 

教育活動については学生による授業改善のためのアンケートが半期ごとに実施されてお

り，その結果が教員にフィードバックされている。客員教員，助手，教育補助講師について

は，「実施報告書」を所属学部長から提出を受け，学部長会で報告することになっている。

実施報告書には，担当科目，履修者数，活動成果等が記述され，規定された活動を行ったの

か，どのような成果があがっているのか，検証している。 

教員の教育面からの業績評価については，教育開発・支援センターにおいて検討すべき重

要な課題となっている。また，特色ある教育を行っている教員に対して表彰し，その授業を

公開する等教育顕彰制度の制定について検討をしている。 

研究活動に対する評価については，各学部においては教員昇格に際する基準を設定してお

り，当該の評価方法とみなすことができる。また，専任教員には毎年度，前年度に関する「特

定個人研究費報告書」の提出を義務付け，さらに 1年間の研究業績についての報告を研究業

績調査により文書提出もしくは電子データの修正という形で求めている。また，教員任用に

ついても規程を設け，教育研究上の業績が選考基準に規定化されている。 

［大学院］ 

大学院では，教育活動についての評価は，博士前期課程（修士課程）修了生を対象として，

教育内容に関する評価アンケートを実施している。 

教員の研究活動や社会活動についての評価は行っていないが，専任教員データベースを通

じて，各教員の研究活動，研究業績等が公開されており，さらに充実した教員情報の公開を

検討している。 

② ＦＤの実施状況と有効性 
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［学 部］ 

教育開発・支援センターＦＤ・教育評価専門部会の下で，授業改善と教員研修を軸に，①

学生による授業改善アンケート，②新任教員研修，③シンポジウム・講演会の開催，④学外

機関主催研修会への派遣等を実施してきた。また，教育改革に対し，大学の教育理念に基づ

く教育の質的向上を図るとともに，社会に有用な人材を育成するための優れた教育改革への

取組に対する支援・推進を目的として，学長の下に明治大学教育改革支援本部を設置し，組

織的な教育改革を行い，文部科学省が行う大学の教育改革への支援事業（ＧＰ）にも十分な

対応がなされ，評価されている。 

［大学院］ 

大学院におけるＦＤは，大学院教育改革推進委員会の下で実施している。近年の大学院生

による学生相談件数の増加傾向，相談内容の多様化・複雑化の状況に鑑み，2010 年度は，

12 月 6 日開催の大学院委員会において，学生相談員から，最近の傾向などの報告，意見交

換を実施し，情報の共有を図った。その他，学部と同様，教育開発・支援センターＦＤ専門

部会による活動に参加している。 

また，2010 年度から，大学院のみを担当する兼任教員が各研究科所属となったことに伴

い，兼任教員に対するＦＤの一環として，４月に大学院教育懇談会（兼任講師懇談会）を開

催した。懇談会では，本大学院教育への理解を深めるとともに，キャンパス・ハラスメント

への理解を深めるため，キャンパス・ハラスメント対策委員長及び担当職員による講演・報

告・意見交換を実施した。 

 

３ 評  価 

⑴ 効果が上がっている点 

・ 2010年４月より導入された「助教」制度について，2011年４月の任用に向けて 12 名の

任用計画を策定した。 

・ 各教員の任用基準の導入・整備により，2010年度（5月 1日現在）は大学全体で，特任

教員 77名（2009 年度 55名），客員教授 38名（同 29名），特別招聘教授 37名（同 32 名）

が任用されている。これらの任期付教員は，各学部・大学院等において多様な教育・研究

の展開に貢献している。 

・ 兼任教員の任用について，他大学の専任教員として，本学での担当予定科目と同様の科

目の教歴が３年以上ある者については，著書及び学術論文の審査は省略（教歴及び業績書

の記載項目をもって担当科目との適合性を審査）するとともに，業績書及び審査報告書の

任用関係書類を簡略化し，審査の煩雑さを解消した。 

・ 授業改善アンケートや研修，講演会を通じて教育改革についての意識向上につながって

いる。 

⑵ 改善すべき点 

・ 本学の兼任講師は４割近い授業科目を担当し，本学の教育の一翼を担っている。兼任講

師の任期は１年間で更新を認めているが，更新の回数について制限していないため，10

年間以上の任期や高齢化も顕在化している。 

・ 教員評価システムの導入にあたっては，評価基準の透明性を確保し，公正に実施するこ

とが大前提である。全教員の理解を得ながら慎重に進める必要があり，相当の時間を要
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すことが想定される。       

・ アンケート結果は教員にのみ回答され，授業改善は個々の教員毎に委ねられており，組

織的な改善検討に至っていない。 

 ・ 教育改善やカリキュラム改善に関する活動（ＦＤ）は限定的であり，各学部等に委

ねられているため，取り組みに温度差が見受けられる。 

・ 客員教員実施報告書の中で，一部の担当科目で履修者がごく少ない客員教授や，定めら

れた回数のシンポジウム，講演又は講義を実施しなかった特別招聘教授がいた。 

・ 国際化推進のため，外国人教員の任用が増えているが，教員任用様式作成についての英

語での説明がなく，任用予定者の書類作成が煩雑である。 

 

４ 将来に向けた発展計画 

 ⑴ 当年度・次年度に取り組む改善計画 

・  客員教員の任用計画の立案にあたっては，任用基準との適合性を確認するとともに，特

に任用の更新を希望する者については，履修者数をはじめとする講義の実施状況等も考慮

する必要がある。 

・  外国人教員の任用関係書類作成の煩雑さを解消するため，「『履歴書』『業績書』記入上

の注意」及び各様式の記入例の英語版を作成する。 

・  兼任教員の任用の更新について，回数に制限がないため，一定の任用年数に達した教員

については，あらためて審査を実施するなど，厳正な更新手続を検討する必要がある。 

・  新任教員以外の教員を対象とした全学的な教員研修の機会を増やし，各教員が必要なス

キルアップが可能となる環境を整備する。 

 ⑵ 長中期的に取り組む改善計画 

・  教員の構成については，本学における最重要課題と位置付け，教員組織の活性化を目的

とし，2004年 11月から，教員任用に関する規定改正の検討を行い，この結果，2006年４

月，新たに「明治大学教員任用規程」を制定し，任期付専任教員や研究活動に専従する教

員の任用等，機動的で弾力的な教員組織の構築を可能とし，2007 年度から採用を開始し

たので，この制度の有効活用，改善のため，制度の検証を行う。 

・  特任教員及び客員教員については，毎年度任用数を増やしてきたが，今後は，兼任教員

も含め，その任用数の基準について，各学部等の教育・研究計画及びスチューデントレシ

オ等を考慮しながら，検討していく必要がある。 

・  特任教員，客員教員制度について，教育・研究活動の促進と活性化，特色ある教育・研

究の展開，学術交流の推進及び若手研究者の育成を図るといった特任教員及び客員教員の

目的に基づいてのものだが，結果的に，兼任教員を含めた任期付教員のそれぞれの位置づ

け，性格等をあいまいなものとしてしまった。今後は，任期付教員のそれぞれの目的，種

類及び資格について抜本的に再検討する必要がある。 

・  任用基準については，2008 年６月に文部科学省「グローバルＣＯＥプログラム」，2009

年７月に同「国際化拠点整備事業（グローバル 30）」に本学が採択されたことにより，そ

れらに対応した教育・研究環境の整備が迫られ，特任教員及び客員教員の任用更新の弾力

化，客員准教授及び客員講師の新設，研究・知財戦略機構及び国際連携機構所属教員の新

設等，随時改正を行ってきたので，その成果を確認する必要がある。 
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５ 根拠資料 

資料３－１ 教員任用の基本方針（学長文書） 

資料３－２ 各学部が目標とするＳＲ（将来構想委員会資料） 

資料３－３ 明治大学教員任用規程 

資料３－４ 明治大学特任教員任用基準，客員教員任用基準，兼任教員任用基準 

資料３－５ 明治大学教育開発・支援センター規程 


